
議案第８９号 

大口町スポーツ施設及び大口町温水プールの指定管理者の指定につい

て 

 大口町公の施設の指定管理者を別紙のとおり指定することについて、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求

める。 

  平成２６年１１月２６日 

 大 口 町 長  鈴 木 雅 博   

 （提案理由） 

 この案を提出するのは、大口町スポーツ施設及び大口町温水プールの指定管理者

を指定するため必要があるからである。 



別紙 

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称 

  大口町スポーツ施設の設置、管理及び運営に関する条例（平成６年大口町条例

第２２号）第２条に規定する大口町野球グラウンド、大口町テニスコート、大口

町総合運動場、わかしゃち国体記念運動公園、河北グラウンド、秋田グラウンド、

大口町屋内運動場 

  大口町温水プールの設置、管理及び運営に関する条例（平成７年大口町条例第

１１号）第２条に規定する大口町温水プール 

２ 指定管理者となる団体等の名称 

  特定非営利活動法人 ウィル大口スポーツクラブ 

３ 指定管理者の指定の期間 

  平成２７年４月１日から平成３２年３月３１日まで 


